水色箇所は、各企業・団体様にてご準備下さい。
黄色箇所は、当局から登録講習機関に求める要件です。
※黄色、水色ともに、ハイライトは提出時解除ください。
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１－１ 目的
この規程は、◆◆◆◆(企業・団体名)が、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示（令和７年国土交通省告示第1023号。以下「兼務講習告示」という。）第１条第３項の登録運航管理者兼務講習機関（以下「登録運航管理者兼務講習機関」という。）及び同告示第１条第７項の登録陸上従業者兼務講習機関（以下「登録陸上従業者兼務講習機関」という。）（以下「登録兼務講習機関」と総称する。）として、兼務講習告示第１条第２項の運航管理者兼務講習（以下「運航管理者兼務講習」という。）及び同告示第１条第６項の陸上従業者兼務講習（以下「陸上従業者兼務講習」という。）（以下「兼務講習」と総称する。）を実施するにあたり、兼務講習事務を適正かつ円滑に実施するため、兼務講習告示第10条（同告示第22条第２項において準用する場合も含む。）の規定に従い、定めるものである。

１－２ 基準への適合性の維持
◆◆◆◆(企業・団体名)は、登録兼務講習機関として、海上運送法（以下「法」という。）、海上運送法施行規則（昭和24年運輸省令第49号。以下「施行規則」という。）、兼務講習告示及び関連通達並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。

１－３ 用語
この規程において使用する用語は、法、施行規則、兼務講習告示及び関連通達において使用する用語の例による。

１－４講習事務を行う事務所
登録兼務講習機関として講習事務を行う事務所は、次のとおりとする。
(１)　主たる事務所(本部)は、◆◆◆◆(企業・団体名)とする。
〒ｘｘｘ-ｘｘｘｘ 東京都○○区○○町○○T目○○番○○号
(２)　講習事務を行う事務所は、別添〇「講習事務を行う事務所一覧」に定める。
（３）　講習事務は、平日9:00～17:00に行う。

１－５　組織図
講習事務は、別添○「組織図」に定める。
（注：複数の部署に渡って講習事務を行う場合や講習事務の一部を外注する場合において、業務のフローを図等でまとめること。）

１－６　海事局との連絡方法
海事局との連絡は、hqt-safety-training@gxb.mlit.go.jp若しくは海事局担当者のメールアドレス又は海事局の指示する方法を通じて行う。

[bookmark: _Toc212040284]第２章 講習管理者及び講師等

２－１ 登録兼務講習機関管理者等
１ 登録兼務講習機関講習管理者（以下「講習管理者」という。）は、○○部○○課○○○○（部署又は個人）とする。
(注：管理者一覧表（氏名、生年月日の記載を含む。講習管理者の履歴書等を添付すること。）を添付すること。また、管理者が講師を兼任する場合には、別途作成する講師一覧表においても管理者を兼任している旨明記すること。運航管理者兼務講習と陸上従業者兼務講習で別の講習管理者にするときはその旨を明記すること。)

２－２ 登録兼務講習機関管理者等の職務
１　講習管理者は、登録兼務講習機関の業務を統括管理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(１) 登録兼務講習機関の運営管理に関すること。
(２) 登録兼務講習機関の施設及び設備の管理に関すること。
(３) 講師の研修に関すること。
２　講習管理者は、知識及び能力の維持のため兼務講習告示第９条第１項第３号（同告示第22条第２項で準用する場合も含む。）の研修を毎年度受講する。講習管理者に対する研修は、国土交通省が行う。また、研修受講後は、講習管理者が研修を修了したことを記録し保管する。

２－３ 講師の任命等
１講習管理者は、兼務講習告示第９条第1項第１号の条件を満たした者に対して同項第３号の講師研修を受講させ、兼務講習告示第９条第２項第３号に規定する必要履修科目ごとに講師を任命する。任命を行う講師の運航管理者兼務講習講師一覧表は別添○のとおり。(注：講師の所属形態も講師一覧表に明記すること。)なお、講師研修の受講後は、各講師が研修を修了したことを記録し保管する。

２講習管理者は、兼務講習告示第22条第２項で準用する同告示第９条第1項第１号の条件を満たした者に対して同項第３号の講師研修を受講させ、兼務講習告示第22条第２項で準用する同告示第９条第２項第３号に規定する必要履修科目ごとに講師を任命する。任命を行う講師の陸上従業者兼務講習講師一覧表は別添○のとおり。(注：講師の所属形態も講師一覧表に明記すること。)なお、講師研修の受講後は、各講師が研修を修了したことを記録し保管する。

２－４ 講師等の職務
講師は、次の各号に掲げる職務を行う。
	運航管理者兼務講習の講師
	陸上従業者兼務講習の講師

	(１) 運航管理者兼務講習
	(１) 陸上従業者兼務講習

	(２) 講習を受ける者(以下「受講者」という。)の出席確認

	(３) 運航管理者兼務講習記録簿(別添○)への所要の事項の記録
	(３) 陸上従業者兼務講習記録簿(別添○)への所要の事項の記録

	(４) 運航管理者兼務講習の成果等の報告
	(４)陸上従業者兼務講習の成果等の報告

	(５) 知識及び能力の維持のため、兼務講習告示第９条第１項第３号の研修の受講
	(５) 知識及び能力の維持のため、兼務講習告示第22条第２項で準用する同告示第９条第１項第３号の受講

	(６) 前各号の他、講習を行うために必要な事項



２－５ 講師の心得
兼務講習の講師は、その職務を行うに当たり、次のことを遵守し、受講者を適切に指導する。
(１) 講師としての自覚を常に保ち、親身になって指導する。
(２) 常に受講者の理解度、習得状況に注意し、講習内容が確実に理解されるように適切な講習方法により指導する。
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３－１ 登録兼務講習機関実施計画書の提出等
登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習の開催場所、開催日時、受講申し込みの受付方法及び受付時間、その他講習の実施に関する事項を定めた登録兼務講習機関実施計画書(別添○)について、当初の四半期について作成し国土交通省海事局に提出する。なお、その後についても四半期毎に作成し保管する。（注：実施計画書の内容に変更がない場合は提出不要）

３－２ 登録兼務講習機関実施状況報告書の作成
登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎年ｘｘ月ｘｘ日までに、兼務講習告示第11条第１項（同告示第22条第２項で準用する場合も含む。）の規定に基づき、登録兼務講習機関実施状況報告書(別添○)を提出し、同条第２項の規定により、受講申請書等の書類とともに兼務講習を修了した日から３年間保存する。（注：実施状況報告書は事務取扱要領の様式16又は登録兼務講習機関が作成する同様の様式とする。を行う者は登録兼務講習機関実施状況報告書として、両講習の報告書を１つの様式としてまとめても差し支えない。）
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４－１ 講義室
１ 講習は、対面又はオンラインで行うものとする。
２ オンライン講習に伴い、映像教材、ウェブサイト動画等を使用して実施する場合については、映像等の再生記録やパーソナルコンピューターの操作記録等に基づき受講状況を確認するものとする。（注：オンライン講習により実施する場合は、受講者が受講していることを確認する手段及び不正行為への対処について記入すること。）

４－２ 講習に必要な書籍
講習は、次表に定める講習に必要な書籍その他の教材を使用して行う。
	講習区分
	講習に必要な書籍名／教材名
	著者／発行者
	教材の入手方法

	運航管理者兼務講習
	
	
	

	陸上従業者兼務講習
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５－１ 受講資格
（注： 18歳以上の者が受講資格とすること。）

５－２ 受講の流れ
受講者は受講申請から修了証明書交付までの流れを定めた書類（別添○）に定めてあるとおりに、兼務講習を受講する。

５－３ 受講申請
講習を受けようとする者に対し、申請フォームに下記の事項を添えて提出させるものとする。
・氏名
・生年月日
・住所
・受講日時
・本人確認書類
・資格者証区分（総合/大型船舶/小型船舶）（運航管理者兼務講習）
・運航管理者資格者証番号（運航管理者兼務講習）

５－４ 受講申請等の受理及び通知
登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、受講申請された場合には、原則的として、これを先着順に受け付けることとし、特定の者に対して不当に差別的な取扱いを行わない。

５－５ シラバスの指定
登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請に基づいて受講を認めるに際しては受講者が受講するシラバス（別添○）を指定する。

５－６ 講習事務手数料
[bookmark: _Hlk209713183]１　講習事務の手数料は、別添○「講習事務手数料」のとおり。(注：「講習事務手数料」に精算根拠を含めること。)
２　別表〇に定める手数料は、兼務講習を修了した場合の費用の総額を基本料として記載する。(注：これ以外に、補習などにより追加講習が発生した場合についても同様に定めること。)
３　講習事務手数料については、受講者にシラバスを配布する際に、当該講習の基本料とともに、追加講習時は別途追加費用が発生する旨を通知する。

５－７ 講習事務手数料の納付方法等
１　納付方法は、○○○○とする。
[bookmark: _Hlk209174122](注：「現金」、「振込」、「クレジットカード」等を記載すること。)
２　既納の受講料は、原則として次に掲げる場合を除き返金しないものとする。なお、返金額については、返金の通知を受けた時点までの経費を差し引いた額とする。
(１)　登録兼務講習機関の責に帰すべき事由により講習を受けることができなかったとき
(２)　受講者の責によらない事由により講習を受けることができなかったとき
(３)　受講申し込み後、講習の実施日の【●日前】までに受講取消の申し出があったとき

[bookmark: _Toc212040288]第６章 講習科目、講習時間、時間割、講習の方法及び補講

６－１ 講習科、講習時間及び時間割
１　講習科目、講習時間及び時間割は、シラバスのとおりとする。
２　各受講者には、○○により受講する講習のシラバスを配布する。
３　講師は、シラバスに規定された講習時間を確認し、時間数が不足するなど不十分な講習とならないよう配慮する。

６－２ 講習の方法
１　講習は、シラバスに掲げる時間割表に基づいて実施する。
２　オンライン講習を行う場合は、オンライン講習受講規約を定め、受講者が各事項を確認、同意した旨の記録を残すものとする。

６－３ 予習復習の励行
講師は、講習を効果的に行うため、受講者に対し、予習及び復習を励行させるものとする。

６－４ 補講
講師は、講習内容の習得状況を勘案し、必要があると認められる受講者に対して補講を行うものとする。

６－５ 講習内容の見直し
１　必要な知識及び能力を付与するための講習内容を充実させるため、兼務講習の内容の適切性について確認テストの成績を踏まえた分析及び評価を行い、その結果に基づいて、講習管理者の責任において定期的にシラバスその他講習の内容を見直すものとする。
(注：シラバスの見直しを行う間隔は、各登録兼務講習機関で決めること。)
２　船舶の運航に関する法令の改正や技術の動向などを踏まえて、講習内容の追加、変更、削除など、適宜見直しを行うものとする。

[bookmark: _Toc212040289]第７章 確認テスト

７－１ 確認テスト
講習の修了者として必要な知識及び能力を有するか否かを判定するため、確認テストを行う。

７－２ 確認テストを受ける者の要件
講習受講者は、講習の受講が完了次第、確認テストを受けるものとする。

７－３ 確認テストを受ける者の要件の確認
講習管理者は、確認テストを受けようとする者が「確認テストを受ける者の要件」を満たしていることを確認するものとする。

７－４ 確認テストの実施等
確認テストの審査科目、内容、採点及び審査基準は(別添○)の「確認テストの実施方法等を定めた確認テスト実施要領」のとおり行う。（注：確認テストは10問以上、原則として９割以上の得点率をもって合格とする。また、別添には不合格者への対応（再テスト等）の対応を記載すること。）

７－５ 採点結果等の保管
講習管理者は、確認テストに係る採点結果等を〇〇〇〇に保管するものとする。

[bookmark: _Toc212040290]第８章 修了者の決定

８－１ 修了者の決定及び通知
(別添○)の「確認テストの実施方法等を定めた確認テスト実施要領」における確認テストの審査基準を満たした者を修了したものを修了者とする。

８－２ 不正受験者への対応
１　確認テストにおいて、受講者が他の者から助言を受けたとき又は不正な行為を行ったときは、確認テストを直ちに中止するとともに、速やかに不正行為の内容の詳細について、電話及び電磁的方法(電子メール)により遅滞なく国土交通大臣に報告を行う。
２　講習管理者は、修了者と決定した者であっても、確認テストにおいて、他の者から助言を受けたこと又は不正な行為を行ったことが判明したときは､直ちに修了者の決定を取り消すとともに、前項と同様に国土交通大臣に対し報告を行う。
３　前項の場合において、既に修了証明書を交付している場合にあっては、直ちに当該修了証明書を返納させることとする。

[bookmark: _Toc212040291]第９章 修了証明書の交付

９－１ 修了証明書の交付
１　講習管理者は、運航管理者兼務講習の修了者として決定した者に対して、講習事務取扱要領の様式Ⅱ-14-1による修了証明書を交付し、陸上従業者兼務講習の修了者として決定した者に対して、講習事務取扱要領の様式Ⅱ-14-２による修了証明書を交付する。
（注：登録兼務講習機関が独自の様式を用いて修了証明書を交付する場合はサンプルを添付すること。）
２　修了証明書の交付は紙又は電磁的記録によるものとし、○○により講習修了後【○日後】までに行うものとする。
(注：「PDFファイルの送信」、「ダウンロードリンクの送信」、「郵送」等を記載すること。原則として、修了証明書は即日発行するものとする。PDFファイルにて交付を行う場合には、改ざんの防止方法について記載すること。)

９－２ 修了証明書の再交付
次の場合については、講習管理者は修了証明書の再交付を行うことができるものとする。
(１)　修了証明書の記載事項に次の各号が生じた場合。ただし、修了証明書交付の日から起算して３月を経過しない者に限る。
1 [bookmark: bookmark10]氏名を変更したとき
2 [bookmark: bookmark11]修了証明書の滅失又は毀損
(２)　前項の理由による修了証明書の再交付を申請する者に対し、その理由を記載した修了証明書再交付申請書を提出させるものとする。
(３)　修了証明書の再交付手数料は、【••••円】(税込み)とする。

９－３ 修了証明書の有効期間
修了証明書の有効期間は、修了証明書交付の日から起算して２年間とし、有効期間の期日をもって修了証明書は失効する。

[bookmark: _Toc212040292]第１０章 講習記録簿及び修了証明書発行台帳

１０－１ 講習記録簿
各事務所には講習記録簿を備えるものとし、講習管理者は次に掲げる事項をそれぞれ記録し、保存する。
（１)　講習の出席状況
(２)　講習の実施日
(３)　講習の実施事務所
(４)　講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
(５)　講習の内容
(６)　講習の時間
(７)　講師名
(８)　確認テストの成績

１０－２ 修了証明書発行台帳
修了証明書発行台帳(別添○)を備え、次に掲げる事項を記録し、保存する。
(１)　修了証明書の交付年月日
(２)　修了証明書の有効年月日

１０－３ 記録及び修了証明書発行台帳の保管
１ 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、確実かつ秘密の漏れることがない方法により、修了証明書を交付した日から【•年間】保存するものとする。
(注：修了証明書の有効期間を超えるよう保存期間は少なくとも２年以上とし、各登録兼務講習機関で定めること。)
２ 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて明確に表示される場合は、当該ファイル又は磁気ディスクで行うことができる。

１０－４講習修了者の情報についての報告
国土交通省海事局が指定するＣＳＶファイル様式にて、毎月情報を翌月の10日を経過するまでに修了者情報の報告を行う。

[bookmark: _Toc212040293]第１１章 講習の報告及び確認

１１－１ 講師の報告
講師は、担当科目の講習の全てが修了したときは、講習記録簿を講習管理者に提出し、講習の成果等を報告する。

１１－２ 定期的な講習の確認
講習管理者は、更新講習事務及び兼務講習事務 に関する取扱要領(令和７年　月　日改正国海安第　　号。以下「取扱要領」という。)Ⅱ節第８　３.①の規定により、次表左欄に定める確認事項について右欄に定める方法により講習が適切に行われているかどうか少なくとも１年に１度、講習記録簿等により確認する。また、当該確認結果は、講習の全部を廃止するまで保存する。
	[bookmark: _Hlk204354302]確認事項
	内容

	講習に必要な書籍その他の教材
	兼務講習告示第９条第２項第３号（同告示第22条第２号において準用する場合も含む。）に掲げる基準を満たしていることを確認し、その結果を記録する。

	講師
	イ.取扱要領Ⅱ節第２ 4.(1)①の表に掲げる基準を満たしていることを確認し、その結果を記録する。
ロ.国土交通省が実施する講師研修を毎年度受講していることを確認し、その結果を記録する。




[bookmark: _Toc212040294]第１２章 財務諸表等の備付け及び閲覧等

１２－１ 財務諸表等の備付け及び閲覧等
１　登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎事業年度経過後３月以内に、その事業年度の財産目録、賃借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、５年間事務所に備え置く。
２　登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習を受講しようとする者その他の利害関係人から、業務時間内に兼務講習告示第13条第２項（同告示第22条第２号で準用する場合も含む。）の規定による請求があった場合には、これを受け付ける。このうち、同項第２号又は第４号の請求を受ける場合の料金は、請求１件につき【••••円】(税込み)とする。

[bookmark: _Toc212040295]第１３章 帳簿

１３－１ 帳簿の記載等
登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習に関する次の各号に掲げる事項を記載した帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備えるものとする。また、帳簿は講習の全部を廃止するまで保存する。
(１)　講習事務の実施年月日
(２)　講習事務の実施事務所
(３)　受講者の受講番号、氏名、生年月日及び確認テストの合否の別
(４)　修了証明書の交付年月日

[bookmark: _Toc212040296]第１４章 講習に関する書類の保存

１４－１ 保存
書類の保存期間は、登録兼務講習機関における兼務講習を終了した日から３年とする。
(１)　受講申請書及びその添付書類（電磁的記録を含む。）
(２)　修了した講習の確認テスト及び回答結果（電磁的記録を含む。）

[bookmark: _Toc212040297]第１５章 講習事務規程の管理

１５－１講習事務規程の管理等
１ 講習管理者は、文書管理規則に従って本規程と合わせて届け出る別添資料について別添一覧を作成し管理するとともに、常に正確かつ最新の内容に保たれるよう定期的に確認を行うものとする。
２ 講習事務規程を変更しようとするとき(確認テストを受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類も含む)は、その変更しようとする日の少なくとも１月前を目処に、その旨を国土交通大臣に届け出るものとする。また、当該届出の内容について講習管理者の承認を経た上で、兼務講習告示第10条第１項（同告示第22条第２号で準用する場合も含む。）の規定により、講習事務規程変更届出書(取扱要領の様式Ⅱ-13)に当該変更後の事務規程及び当該変更箇所に係る新旧対照表等の関係書類を添えて国土交通大臣に提出するものとする。
３　講習管理者は講習事務規程の作成又は改訂日付を記録し、改訂状況を管理するものとする

[bookmark: _Toc212040298]第１６章 秘密の保持

１６－１ 秘密の保持
講習管理者及び講師、登録兼務講習機関に係る事務及び確認テストに係る事務に従事する職員又はこれらの職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しない。その職を退いた後も同様とする。

１６－２．機密情報の保管・取扱
(注：機密情報の入手から保管、廃棄に至るまでの取扱方法について記載すること。また、情報の取扱者についても定めること。)

[bookmark: _Toc212040299]第１７章 公正の確保

１７－１ 公正の確保
講習事務の公正の確保のため、次に掲げる事項を遵守する。
(１) 登録兼務講習機関は、講習事務の実施にあたっては、厳正かつ公正を旨とし、講習を受けようとする者のうち特定の者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
（２）受講に当たっては、○○等の顔写真付き書類による本人確認を実施する等の措置を講じ、不正行為の防止を含め、公正に講習事務を行う。(注：「個人番号カード」、「運転免許証」等主な本人確認書類を記載すること。)
(３) 講習事務を行う担当者は、関係法令その他を遵守し、講習等の業務を厳格・適正におこなうものとする。


[bookmark: _Toc212040300]第１８章 不適切事象発生時の報告

１８－１ 不適切事象発生時の海事局への報告
登録兼務講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習事務において、次に掲げる法令等に違反する事項及び社会的影響等を鑑み重大な不適切として判定する必要があると認められる事項を生じさせた場合は、事象発覚後速やかに国土交通省海事局安全政策課への電話又は電子メールによる報告を行い、その指示に従うこととする。
・　海上運送法（昭和24年法律第187号）
・　海上運送法施行規則（昭和24年運輸省令第49号）
[bookmark: _Hlk204344352]・　海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令（令和６年国土交通省令第43号）
・　運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示（令和７年国土交通省告示第1023号）

[bookmark: _Toc212040301]第１９章 雑則

１９－１ 運営に必要な事項
この規程に定めるものの他、登録兼務講習機関の運営に関し必要な事項は講習管理者が代表者の承認を得て定める。

１９－２ 苦情及び異議申立
登録兼務講習機関は、講習事務に関し講習を受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には、誠実かつ迅速に対応し、法令その他の規程に則り適正に処理するものとする。

１９－３　役員の選任及び解任
（１）　役員（代表者を除く。）を選任した場合には、選任した日から２週間以内に兼務講習告示第６条第１項（同告示第22条第２号で準用する場合も含む。）の規定により、登録兼務講習機関役員選任届出書（取扱要領の様式Ⅱ-６）に、登記事項証明書、役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
（２）　役員（代表者を除く。）を解任した場合には、解任した日から２週間以内に兼務講習告示第６条第２項（同告示第22条第２号で準用する場合も含む。）の規定により、登録兼務講習機関役員解任届出書（取扱要領の様式Ⅱ-７）に、登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。

１９ー３　登録の更新の手続き
兼務講習告示第８条第１項（同告示第22条第２号で準用する場合も含む。）の登録の更新をするときは、登録運航管理者兼務講習機関登録更新申請書（取扱要領の様式Ⅱ-９-1）及び登録陸上従業者兼務講習機関登録更新申請書（取扱要領の様式Ⅱ-９-2）に取扱要領 Ⅱ節第2の3.①から④に規定する添付書類を添えて、登録を受けた日から３年を経過する日の【○○月】前までに国土交通大臣に提出するものとする。（注；２月以上前を原則とする。）

１９－３ 兼務講習事務の休廃止手続き
兼務講習告示第16条（同告示第22条第２号で準用する場合も含む。）の休廃止に関する届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(取扱要領の様式Ⅱ-15)を休廃止が判明した段階で遅滞なく国土交通大臣に届け出るものとする。また、遅滞なく、帳簿その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に届け出るものとする。
(１)　休止又は廃止しようとする兼務講習事務の範囲
(２)　休止又は廃止しようとする日
(３)　休止しようとする場合にあっては、その期間
(４)　休止又は廃止の理由
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